
秋田県　五城目町

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

引上げ分の
地方消費税収
（社会保障
財源化分）

その他

社 会 福 祉 事 業 121,501 43,577 10,609 67,315

障 害 者 福 祉 事 業 348,401 255,289 12,677 80,435

高 齢 者 福 祉 事 業 107,186 1,001 12,000 12,823 81,362

児 童 福 祉 事 業 300,108 218,248 75 11,135 70,650

母 子 福 祉 事 業 9,958 901 54 1,226 7,777

小　　　　　計 887,154 519,016 12,129 48,470 307,539

介 護 保 険 事 業 288,004 24,576 35,866 227,562

国民健康保険事業 92,043 49,033 5,856 37,154

後期高齢者医療事業 228,829 40,438 25,649 162,742

小　　　　　計 608,876 114,047 67,371 427,458

疾病予防対策事業 98,089 15,506 13,885 9,353 59,345

健康増進対策事業 8,397 2,943 377 691 4,386

病 院 対 策 事 業 34,185 4,655 29,530

小　　　　　計 140,671 18,449 14,262 14,699 93,261

1,636,701 651,512 26,391 130,540 828,258

 ※地方消費税交付金の社会保障費財源化相当額は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分しています。

【地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費】

　（歳出）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　　平成２６年４月１日から消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分は

　社会保障費に充当し、その使途を明示することになりました。

　　令和７年度五城目町一般会計当初予算における社会保障費への充当状況は下表のとおりです。

   地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費

   地方消費税交付金（社会保障財源化分） 130,540 千円

1,636,701 千円

　（歳入）
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